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 資料第 1-5号  

 

第四次豊島区一般廃棄物処理基本計画の概要 

 

1. 一般廃棄物処理基本計画とは 

(1) 法的な位置づけ 

 

○一般廃棄物処理基本計画とは，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，

「廃棄物処理法」という。）第６条に基づき，市区町村の一般廃棄物処理に係

る長期的な方針を定めるものです。 

○廃棄物処理法第６条には，「市町村は，当該市町村の区域内の一般廃棄物の処

理に関する計画を定めなければならない。」とあり，「基本計画」という言葉

はありません。環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」により，長期的な基

本計画と毎年度の実施計画の両方を定めることとなっています。 

 

図 1 一般廃棄物処理計画の構成 

 
資料：ごみ処理基本計画策定指針（平成 28年 9月 環境省） 

 

(2) 国や都などの政策との関連 

○国の指針では，一般廃棄物処理基本計画は「国や都道府県の計画等を踏まえ

たものとする」こととなっています。 

 《国》 

・ 第四次循環型社会形成推進基本計画（平成 30年 6月） 

 《東京都》 

・ 東京都資源循環・廃棄物処理計画（令和３年９月） 

 《豊島区》 

・ 豊島区基本計画（2016-2025）／未来戦略推進プラン 

・ 豊島区環境基本計画（2019-2030）            など 

○また、災害対策基本法に基づく「災害廃棄物処理計画」を策定することとな

っています。 



2 

 

 

図 2 国の法体系と区や東京都等の計画の位置付け 
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豊島区未来戦略推進プラン 

廃棄物の発生抑制、再利用による

減量及び適正処理に関する条例 

環境基本条例 
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東京二十三区清掃一部事務組合一般廃棄物処理基本計画 

東京都災害廃棄物処理計画 など 
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第四次循環型社会形成推進基本計画 

災害廃棄物対策指針 豊島区災害廃棄物処理基本計画 

災害対策基本法 

食品ロス削減推進計画 

食品ロス削減推進法＊ 

容器包装リサイクル法＊ 
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2. 第四次一般廃棄物処理基本計画の概要 

 

(1) 過去の改訂の流れ 

○平成 12（2000）年に清掃事業が東京都から特別区に移管され、豊島区一般廃

棄物処理基本計画（第一次）を策定。 

○平成 20（2008）年度、プラスチック類のサーマルリサイクルへの移行や資源

回収を週 2回に倍増させる新資源回収開始にあわせ、一般廃棄物処理基本計

画を改訂（第二次一般廃棄物処理基本計画）。 

○平成 23年（2011）年の東日本大震災で再認識された廃棄物処理のライフラ

インとしての重要性、廃棄物の発生抑制・再使用（リデュース・リユース）

の重要性をうたった国の第三次循環型社会形成推進基本計画の策定（平成 25

（2013）年）を踏まえ、一般廃棄物処理基本計画を改訂（第三次一般廃棄物

処理基本計画）。 

〇令和２（2020）年 7月に豊島区は「ＳＤＧｓ未来都市」、「自治体ＳＤＧｓモ

デル事業」にダブル選定され、11月には「ＳＤＧｓ都市宣言」行った。持続

可能なまちづくりへの取り組みを踏まえ、一般廃棄物処理基本計画を改訂

（第四次一般廃棄物処理基本計画）。 

 

(2) 現行計画の計画期間 

○第四次一般廃棄物処理基本計画（以下、「現行計画」という。）は、令和３

（2021）年度から令和 17年（2035）年度の 15年間を計画期間としていま

す。 

○計画は、計画進捗状況や社会経済状況の動向などに応じ、概ね 5年ごとに見

直します。 

 

図 3 現行計画の計画期間 
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一般廃棄物処理基本計画（第四次） 
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(3) 計画の理念・目標と施策体系 

 

 

 

 

 

基本理念：3Rの輪で SDGsを実現するまち としま 

基本方針 1：リデュース・リユースの推進 

基本方針 2：質の高いリサイクルの実現 

基本方針 3：安定的で適正なごみ処理 

① リデュース・リユース施策の継続的な展開 

② 食品ロス削減の推進 

③ 区民・事業者への情報発信 

④ 事業者との連携によるリデュース・リユースの推進 

① プラスチック製容器包装分別収集の導入検討 

② 事業者の自主的取組みの促進 

③ 事業系ごみのリサイクルの促進 

④ 集団回収の積極的活用 

① 適正分別・適正排出の徹底 

② 有害物質等の適正処理 

③ 事業所への情報提供・指導 

④ ごみ収集有料化等の調査・検討 

（2）質の高い 

リサイクルの実現 

（1）リデュース・ 

リユースの推進 

（3）安定的で適正

なごみ処理 

施策体系 

⑤ 区民の活動支援と連携の場の創出 

⑤ 災害廃棄物対策 

重点的 

取り組み 

１ プラスチック製容器包装の分別収集による資源化

の推進 

２ 食品ロス削減の推進 

３ 事業系ごみ対策の推進 

食品ロス削減推進計画（第 6章） 
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3. 計画改訂スケジュール（案） 

○下表のとおり、審議会の開催は本日を含め６回（年度内３回）を予定してい

ます。 

○区では、令和７年 11月に予定される答申を踏まえ計画改訂案を作成し、パブ

リックコメントを実施の上、計画を策定します。 

 

表 1 令和６年度～令和７年度スケジュール（案） 

 

年 月 審議会 一廃計画策定作業（区） 

令和６年 

７月 25日 

〇諮問 

○第 1回審議会 

豊島区の現状と計画の進捗状況等

について 

 

8月  ・排出原単位調査 

10月 〇第 2回審議会 

 基本理念・基本方針・施策体系等 

 食品ロス削減推進計画について 

 

11月  ・事業所アンケート調査 

報告書受領 

12月  ・排出原単位調査報告書受領 

令和７年 

2月 

○第 3回審議会 

各種調査報告・具体的な施策につ

いて 

 

6～7月 ○第 4回審議会 

施策を基にしたごみ減量に関する

計画目標値について 

災害廃棄物処理基本計画見直しに

ついて 

 

8～9月 ○第 5回審議会 

答申素案提示 

・素案作成 

・答申との擦り合わせ 

11月 ○第 6回審議会 

答申 

・計画案作成 

 

12月  ・パブリックコメント実施 

1～2月  ・一般廃棄物処理基本計画策定 

・告示、公表 

 


